はじめに


　マンション関連法の改正について

　2025（令和7）年にマンション関連法（建物の区分所有等に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンションの再生等の円滑化に関する法律）が改正されました。
　それに伴い「マンション標準管理規約」及び「マンション標準管理委託契約書」が改正され、建物の高経年化およびマンションの居住者の高年齢化に伴う対策が示されました。
　

　かわさきマンション管理組合ネットワークについて

　特定非営利活動法人かわさきマンション管理組合ネットワーク（以下「川管ネット」と称します。）は2001（平成13）年4月15日に設立して以来、今年で25周年を迎えました。設立当初は正会員が27管理組合でスタートし、近年は概ね50管理組合で推移しております。
　川管ネットは、「マンション管理セミナー」及び「情報交換会」の開催、広報誌「かながわマンションネットワーク通信」による情報提供を行い、また、川崎市住宅供給公社のハウジングサロンで「マンション管理相談」を行っております。
　今回のマンション関連法改正やマンション標準管理規約の改正についても対応を行い、川崎市住宅供給公社と連携して管理組合へのサポートの強化に努めてまいりますので、今後、より多くの管理組合の皆様に川管ネットへ入会していただきたいと考えております。


　ハンドブックの発行について

　このハンドブックは2019（平成31）年2月に発行しました「マンション管理・運営ミニハンドブック」を改訂した最新版です。
　新任役員の皆様にも分かりやすいように、最新の法改正や実務に役立つ情報をまとめました。少しでも管理組合の運営にお役立ていただければ幸いです。
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